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規 則
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刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 理 等 に

関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ６ 年 ５ 月 23日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 49号

刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の 整

理 等 に 関 す る 規 則

（ 高 知 県 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律

施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 １ 条 高 知 県 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る

法 律 施 行 細 則 （ 平 成 15年 高 知 県 規 則 第 69号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

第 ３ 条 の ６ 第 ３ 項 中 「 別 記 第 11号 様 式 よ る 」 を 「 別 記 第 11号

様 式 に よ る 」 に 改 め る 。

第 12条 第 ４ 項 中 「 別 記 第 27号 様 式 よ る 」 を 「 別 記 第 27号 様 式

に よ る 」 に 改 め る 。

別 記 第 ８ 号 様 式 （ 添 付 書 類 ７ ） 及 び 別 記 第 12号 様 式 （ 添 付 書

類 ８ ） 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

（ 恩 給 給 与 手 続 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 ２ 条 恩 給 給 与 手 続 規 則 （ 昭 和 25年 高 知 県 規 則 第 45号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 第 １ 号 様 式 中 「 無 期 」 を 「 無 期 拘 禁 刑 」 に 、 「 懲 役 又 は

禁 錮 の 刑 」 を 「 有 期 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

別 記 第 ２ 号 様 式 中 「 無 期 」 を 「 無 期 拘 禁 刑 」 に 、 「 懲 役 又 は

禁 錮 の 刑 」 を 「 有 期 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

（ 高 知 県 介 護 支 援 専 門 員 の 登 録 等 に 関 す る 規 則 等 の 一 部 改 正 ）

第 ３ 条 次 に 掲 げ る 規 則 の 規 定 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め

る 。

(１ ) 高 知 県 介 護 支 援 専 門 員 の 登 録 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 18年

高 知 県 規 則 第 80号 ） 別 記 第 １ 号 様 式 （ 裏 面 ） 、 別 記 第 ２ 号 様

式 （ 裏 面 ） 及 び 別 記 第 ７ 号 様 式

(２ ) 高 知 県 建 築 士 法 施 行 細 則 （ 昭 和 25年 高 知 県 規 則 第 87号 ）

別 記 第 １ 号 様 式 （ 裏 面 ）

（ 高 知 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 ４ 条 高 知 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 46年

高 知 県 規 則 第 55号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 第 13号 様 式 （ 裏 面 ） 及 び 別 記 第 25号 様 式 中 「 懲 役 又 は 禁

錮 の 刑 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

（ 高 知 県 生 活 保 護 法 施 行 細 則 等 の 一 部 改 正 ）

第 ５ 条 次 に 掲 げ る 規 則 の 規 定 中 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め

る 。

(１ ) 高 知 県 生 活 保 護 法 施 行 細 則 （ 昭 和 53年 高 知 県 規 則 第 33



号 ） 別 記 第 ６ 号 様 式 （ 裏 面 ）

(２ ) 高 知 県 不 当 景 品 類 及 び 不 当 表 示 防 止 法 施 行 細 則 （ 平 成 12

年 高 知 県 規 則 第 113号 ） 別 記 様 式 （ 裏 面 ）

(３ ) 高 知 県 生 活 関 連 物 資 等 の 買 占 め 及 び 売 惜 し み に 対 す る 緊

急 措 置 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 平 成 12年 高 知 県 規 則 第 115

号 ） 別 記 様 式 （ 裏 面 ）

(４ ) 高 知 県 特 定 商 取 引 に 関 す る 法 律 に 規 定 す る 証 明 書 に 関 す

る 規 則 （ 令 和 ４ 年 高 知 県 規 則 第 31号 ） 別 記 様 式 （ 裏 面 ）

(５ ) 高 知 県 統 計 調 査 員 の 設 置 に 関 す る 規 則 （ 平 成 21年 高 知 県

規 則 第 20号 ） 別 記 様 式 （ 裏 面 ）

(６ ) 高 知 県 自 然 環 境 保 全 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 49年 高 知 県 規 則

第 29号 ） 別 記 第 １ 号 様 式 （ 裏 面 ）

(７ ) 高 知 県 う み が め 保 護 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 16年 高 知 県 規 則

第 62号 ） 別 記 第 23号 様 式 （ 裏 面 ）

(８ ) 高 知 県 希 少 野 生 動 植 物 保 護 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 18年 高 知

県 規 則 第 117号 ） 別 記 第 34号 様 式 （ 裏 面 ）

(９ ) 高 知 県 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の

推 進 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 平 成 15年 高 知 県 規 則 第 77号 ） 別

記 第 １ 号 様 式 （ 裏 面 ）

（ 高 知 県 国 民 生 活 安 定 緊 急 措 置 法 に 規 定 す る 証 明 書 に 関 す る 規

則 等 の 一 部 改 正 ）

第 ６ 条 次 に 掲 げ る 規 則 の 規 定 中 「 次 の 各 号 の 一 」 を 「 次 の 各 号

の い ず れ か 」 に 、 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

(１ ) 高 知 県 国 民 生 活 安 定 緊 急 措 置 法 に 規 定 す る 証 明 書 に 関 す

る 規 則 （ 令 和 ２ 年 高 知 県 規 則 第 61号 ） 別 記 様 式 （ 裏 面 ）

(２ ) 高 知 県 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 の 指 定 地 管 理 規 則 （ 昭 和 44

年 高 知 県 規 則 第 68号 ） 別 記 第 ６ 号 様 式 （ 裏 面 ）

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

規 則

◎ 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の

整 理 等 に 関 す る 規 則


